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「メディカル栄養管理総説─病院栄養士業務のA to Z─」
追　　補

〈追加〉　本書発行以後，次のような改正がありました。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の改正（p. 49）
　平成20年 5 月に，一部改正された。主な改正内容は，次の通りである。

●類型の追加について（第 6条）
○「一類感染症，二類感染症，三類感染症，四類感染症，五類感染症，指定感染症，新感染症」

に，「新型インフルエンザ等感染症」を加える。

○「新型インフルエンザ等感染症」とは，以下をいう。

　・ 新型インフルエンザ：新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体

とするインフルエンザ

　・ 再興型インフルエンザ：かつて，世界的規模で流行したインフルエンザであって，その後流行

することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興した感染症

　両型ともに，全国的かつ急速なまん延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあ

ると認められるもの

●感染症の分類について（第 6条第 3， 5， 6項）
○二類感染症：「鳥インフルエンザ（H 5 N 1 ）」を追加する。

○四類感染症：「鳥インフルエンザ」を，「鳥インフルエンザ（鳥インフルエンザ（H 5 N 1 ）を除

く）」に変更する。

○五類感染症：「インフルエンザ（鳥インフルエンザを除く）」を，「インフルエンザ（鳥インフル

エンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）」に変更する。
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平成20年診療報酬改定についての主な変更点
●「4 ─ 2　食事療養制度と保険請求」（p. 80）
○「外来栄養食事指導料」における変更

　・減塩食の塩分総量：　7.0グラム以下　→　 6 g未満

○「後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料」の新設：180点

後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料
（ 1）後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料
は，栄養管理計画に基づき栄養管理が実施され
ている入院中の患者の退院に際して，管理栄養
士が医師の指示の下，当該計画に基づき，患
者，家族等に対して，患者の退院後の生活を勘
案した上で，退院後の在宅での栄養・食事管理
について概ね15分以上指導を行うとともに，必
要な情報を文書で提供した場合に，退院時に算
定する。なお，ここでいう退院時とは，第 2部
通則 5に規定する入院期間が通算される入院に
おける退院のことをいい，入院期間が通算され
る再入院に係る退院時には算定できない。
（ 2）後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料
の対象となる患者は，経口摂取を行う患者であ
って次のアからエに掲げる要件の全てに該当す
るものであること。なお，経管栄養のみの患者
は対象となっていないが，経管栄養と経口摂取
を併用している場合は，対象患者となること。
ア 　当該指導の実施日において後期高齢者であ
る患者であること。
イ 　低栄養状態にある者。なお，低栄養状態に
ある者とは，アルブミン値が概ね3.5g/dl以
下の者若しくはBMIが概ね18.5未満の者又は
医師が低栄養状態にあると認めた者をいう。
ウ 　区分番号「A233」栄養管理実施加算が算
定されていること。
エ 　当該指導の実施日において，食事が提供さ
れていること。

（ 3）管理栄養士への指示事項は，当該患者ご

とに適切なものであることとするが，少なくと
も低栄養の状態，栄養補給に関する事項（栄養
補給量，栄養補給方法等）についての具体的な
指示を含まなければならない。
（ 4）当該保険医療機関以外の管理栄養士によ
り指導が行われている場合は，算定できない。
（ 5）死亡退院の場合又は他の病院若しくは診
療所へ入院するため転院した場合には算定でき
ない。また，退院後，栄養士の配置が義務づけ
られている施設へ入所する場合は算定できな
い。
（ 6）退院時栄養・食事管理指導料は，指導の
実施日にかかわらず退院日に算定する。ただ
し，当該指導料を算定した退院の日から起算し
て 1か月以内に行われる当該指導については算
定できない。
（ 7）医師は，診療録に管理栄養士への指示事
項を記載する。
（ 8）患者に交付する文書は，当該患者ごとに
適切なものであることとするが，少なくとも退
院後の栄養・食事管理の目標，栄養補給に関す
る事項（食事内容等）等についての具体的な指
導内容を含まなければならない。
（ 9）管理栄養士は，患者に交付した文書を診
療録等に添付する等の方法で保存すること。ま
た，患者ごとに退院時栄養・食事管理指導記録
を作成するとともに，当該指導記録に退院後の
栄養・食事管理の目標，栄養補給に関する事項
（食事内容等）等についての具体的な指導内容
を明記すること。

　○「在宅患者訪問栄養食事指導料 2」の新設：「 1」は530点，「 2」は450点

在宅患者訪問栄養食事指導料の「 1」は在宅で
療養を行っている患者（居住系施設入居者等で
ある患者を除く）に対して，「 2」は居住系施

設入居者等に対して必要な訪問栄養食事指導を
行った場合に算定する。
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●「 4 ─ 4　食事の提供たる療養の実際」
　○「特別食加算」についての変更（p. 89）

　・高脂血症食　→　脂質異常症食

　・減塩食の食塩相当量（ 1日量）：　 7 g以下　→　 6 g未満

●「 5 ─ 3　臨床栄養管理」
○「表 5 ─47　栄養管理実施加算条件」の変更（p. 166）

1 ． 栄養管理実施加算は，入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づき，関係職種が共同して患者の栄養
状態等の栄養管理を行うことを評価したものである。

2． 当該加算は，入院基本料，特定入院料または短期滞在手術基本料 2もしくは 3を算定している入院患者で
あって，栄養管理計画を策定し，当該計画に基づき，関係職種が共同して栄養管理を行っている患者につ
いて算定できる。なお，当該加算は，食事を供与しておらず，食事療養に係る費用の算定を行っていない
中心静脈栄養等の治療を行っている患者であっても，栄養管理計画に基づき適切な栄養管理が行われてい
る者であれば算定対象となること。

3． 急患者や休日に入院した患者など，入院日に策定できない場合の栄養管理計画は，入院後 7日以内に策定
したものについては，入院初日に遡って当該加算を算定することができる。

4． 管理栄養士をはじめとして，医師，薬剤師，看護師その他の医療従事者が共同して栄養管理を行う体制を
整備し，あらかじめ栄養管理手順（栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価，栄養管理計画，定期的な
評価等）を作成すること。

5．栄養管理は，次に掲げる内容を実施するものとする。
　（ 1）入院患者ごとの栄養状態に関するリスクを入院時に把握すること（栄養スクリーニング）。
　（ 2）栄養スクリーニングをふまえて栄養状態の評価を行い，入院患者ごとに栄養管理計画を作成すること。
　（ 3  ）栄養管理計画には，栄養補給に関する事項（栄養補給量，補給方法，特別食の有無等），栄養食事相談

に関する事項（入院時栄養食事指導，退院時の指導の計画等），その他栄養管理上の課題に関する事項，
栄養状態の評価の間隔等を記載すること。また，当該計画書の写しを診療録に添付すること。

　（ 4  ）医師または医師の指導の下に管理栄養士，薬剤師，看護師その他の医療従事者が栄養管理計画を入院患
者に説明し，当該栄養管理計画に基づき栄養管理を実施すること。

　（ 5）栄養管理計画に基づき患者の栄養状態を定期的に評価し，必要に応じて当該計画を見直していること。
6． 当該栄養管理の実施体制に関する成果を含めて評価し，改善すべき課題を設定し，継続的な品質改善に努
めること。

7．当該保険医療機関以外の管理栄養士等により栄養管理を行っている場合は，算定できない。

表 5 ─47　栄養管理実施加算条件

　資料）　診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について（平成20年 3 月 5 日保発第0305001号）
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「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正（p. 202）
　平成20年 6 月に，ノロウイルス食中毒の増加を踏まえて，改正された。

Ⅰ　趣旨

　本マニュアルは，集団給食施設等における食中
毒を予防するために，HACCPの概念に基づき，
調理過程における重要管理事項として，
　① 　原材料受入れ及び下処理段階における管理
を徹底すること。

　② 　加熱調理食品については，中心部まで十分
加熱し，食中毒菌等（ウイルスを含む。以下
同じ。）を死滅させること。

　③ 　加熱調理後の食品及び非加熱調理食品の二
次汚染防止を徹底すること。

　④ 　食中毒菌が付着した場合に菌の増殖を防ぐ
ため，原材料及び調理後の食品の温度管理を
徹底すること。

等を示したものである。
　集団給食施設等においては，衛生管理体制を確
立し，これらの重要管理事項について，点検・記
録を行うとともに，必要な改善措置を講じる必要
がある。また，これを遵守するため，更なる衛生
知識の普及啓発に努める必要がある。
　なお，本マニュアルは同一メニューを 1回300
食以上又は 1日750食以上を提供する調理施設に
適用する。
Ⅱ　重要管理事項

1 ．原材料の受入れ・下処理段階における管理
　（ 1）　原材料については，品名，仕入元の名称
及び所在地，生産者（製造又は加工者を含
む。）の名称及び所在地，ロットが確認可能
な情報（年月日表示又はロット番号）並びに
仕入れ年月日を記録し， 1年間保管するこ
と。

　（ 2）　原材料について納入業者が定期的に実施
する微生物及び理化学検査の結果を提出させ
ること。その結果については，保健所に相談
するなどして，原材料として不適と判断した
場合には，納入業者の変更等適切な措置を講
じること。検査結果については， 1年間保管

すること。
　（ 3）　原材料の納入に際しては調理従事者等が
必ず立合い，検収場で品質，鮮度，品温（納
入業者が運搬の際，別添 1に従い，適切な温
度管理を行っていたかどうかを含む。），異物
の混入等につき，点検を行い，その結果を記
録すること。

　（ 4）原材料の納入に際しては，缶詰，乾物，
調味料等常温保存可能なものを除き，食肉
類，魚介類，野菜類等の生鮮食品については
1回で使い切る量を調理当日に仕入れるよう
にすること。

　（ 5）　野菜及び果物を加熱せずに供する場合に
は，別添 2に従い，流水（飲用適のもの。以
下同じ。）で十分洗浄し，必要に応じて次亜
塩素酸ナトリウム（生食用野菜にあっては，
亜塩素酸ナトリウムも使用可）の200mg/L
の溶液に 5 分間（100mg/Lの溶液の場合は
10分間）又はこれと同等の効果を有するもの
（食品添加物として使用できる有機酸等）で
殺菌を行った後，十分な流水ですすぎ洗いを
行うこと。

2 ．加熱調理食品の加熱温度管理
　　加熱調理食品は，別添 2に従い，中心部温度
計を用いるなどにより，中心部が75℃ で 1 分
間以上（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれの
ある食品の場合は85℃ で 1 分間以上）又はこ
れと同等以上まで加熱されていることを確認す
るとともに，温度と時間の記録を行うこと。
3 ．二次汚染の防止
　（ 1）　調理従事者等（食品の盛付け・配膳等，
食品に接触する可能性のある者及び臨時職員
を含む。以下同じ。）は，次に定める場合に
は，別添 2に従い，必ず流水・石けんによる
手洗いによりしっかりと 2回（その他の時に
は丁寧に 1回）手指の洗浄及び消毒を行うこ
と。なお，使い捨て手袋を使用する場合に

大量調理施設衛生管理マニュアル
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も，原則として次に定める場合に交換を行う
こと。

　　①　作業開始前及び用便後
　　② 　汚染作業区域から非汚染作業区域に移動

する場合
　　③　食品に直接触れる作業にあたる直前
　　④ 　生の食肉類，魚介類，卵殻等微生物の汚

染源となるおそれのある食品等に触れた
後，他の食品や器具等に触れる場合

　　⑤　配膳の前
　（ 2）　原材料は，隔壁等で他の場所から区分さ
れた専用の保管場に保管設備を設け，食肉
類，魚介類，野菜類等，食材の分類ごとに区
分して保管すること。

　　　この場合，専用の衛生的なふた付き容器に
入れ替えるなどにより，原材料の包装の汚染
を保管設備に持ち込まないようにするととも
に，原材料の相互汚染を防ぐこと。

　（ 3）　下処理は汚染作業区域で確実に行い，非
汚染作業区域を汚染しないようにすること。

　（ 4）　包丁，まな板などの器具，容器等は用途
別及び食品別（下処理用にあっては，魚介類
用，食肉類用，野菜類用の別，調理用にあっ
ては，加熱調理済み食品用，生食野菜用，生
食魚介類用の別）にそれぞれ専用のものを用
意し，混同しないようにして使用すること。

　（ 5）　器具，容器等の使用後は，別添 2に従
い，全面を流水（飲用適のもの。以下同じ。）
で洗浄し，さらに80℃， 5分間以上又はこれ
と同等の効果を有する方法で十分殺菌した
後，乾燥させ，清潔な保管庫を用いるなどし
て衛生的に保管すること。

　　　なお，調理場内における器具，容器等の使
用後の洗浄・殺菌は，原則として全ての食品
が調理場から搬出された後に行うこと。

　　　また，器具，容器等の使用中も必要に応
じ，同様の方法で熱湯殺菌を行うなど，衛生
的に使用すること。この場合，洗浄水等が飛
散しないように行うこと。なお，原材料用に
使用した器具，容器等をそのまま調理後の食
品用に使用するようなことは，けっして行わ
ないこと。

　（ 6）　まな板，ざる，木製の器具は汚染が残存

する可能性が高いので，特に十分な殺菌に留
意すること。なお，木製の器具は極力使用を
控えることが望ましい。

　（ 7）　フードカッター，野菜切り機等の調理機
械は，最低 1日 1回以上，分解して洗浄・殺
菌した後，乾燥させること。

　（ 8）　シンクは原則として用途別に相互汚染し
ないように設置すること。特に，加熱調理用
食材，非加熱調理用食材，器具の洗浄等に用
いるシンクを必ず別に設置すること。また，
二次汚染を防止するため，洗浄・殺菌し，清
潔に保つこと。

　（ 9）　食品並びに移動性の器具及び容器の取り
扱いは，床面からの跳ね水等による汚染を防
止するため，床面から60cm以上の場所で行
うこと。ただし，跳ね水等からの直接汚染が
防止できる食缶等で食品を取り扱う場合に
は，30㎝以上の台にのせて行うこと。

　（10）　加熱調理後の食品の冷却，非加熱調理食
品の下処理後における調理場等での一時保管
等は，他からの二次汚染を防止するため，清
潔な場所で行うこと。

　（11）　調理終了後の食品は衛生的な容器にふた
をして保存し，他からの二次汚染を防止する
こと。

　（12）　使用水は飲用適の水を用いること。ま
た，使用水は，色，濁り，におい，異物のほ
か，貯水槽を設置している場合や井戸水等を
殺菌・ろ過して使用する場合には，遊離残留
塩素が0.1mg/L以上であることを始業前及び
調理作業終了後に毎日検査し，記録するこ
と。

4 ．原材料及び調理済み食品の温度管理
　（ 1）　原材料は，別添 1に従い，戸棚，冷蔵・
冷凍設備に適切な温度で保存すること。

　　 　また，原材料搬入時の時刻，室温及び冷凍
又は冷蔵設備内温度を記録すること。

　（ 2）　冷凍庫又は冷蔵庫から出した原材料は，
速やかに下処理，調理を行うこと。非加熱で
供される食品については，下処理後速やかに
調理に移行すること。

　（ 3）　調理後直ちに提供される食品以外の食品
は病原菌の増殖を抑制するために，10℃ 以
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下又は65℃ 以上で管理することが必要であ
る。

　　①　加熱調理後，食品を冷却する場合には，
病原菌の発育至適温度帯（約20℃～50℃）
の時間を可能な限り短くするため，冷却機
を用いたり，清潔な場所で衛生的な容器に
小分けするなどして，30分以内に中心温度
を20℃ 付近（又は60分以内に中心温度を
10℃付近）まで下げるよう工夫すること。

　　　 　この場合，冷却開始時刻，冷却終了時刻
を記録すること。

　　② 　調理が終了した食品は速やかに提供でき
るよう工夫すること。

　　　　調理終了後30分以内に提供できるものに
ついては，調理終了時刻を記録すること。
また，調理終了後提供まで30分以上を要す
る場合は次のア及びイによること。

　　　ア 　温かい状態で提供される食品について
は，調理終了後速やかに保温食缶等に移
し保存すること。この場合，食缶等へ移
し替えた時刻を記録すること。

　　　イ 　その他の食品については，調理終了後
提供まで10℃以下で保存すること。

　　　　 　この場合，保冷設備への搬入時刻，保
冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時
刻を記録すること。

　　③　配送過程においては保冷又は保温設備の
ある運搬車を用いるなど，10℃ 以下又は
65℃以上の適切な温度管理を行い配送し，
配送時刻の記録を行うこと。

　　　　また，65℃ 以上で提供される食品以外
の食品については，保冷設備への搬入時刻
及び保冷設備内温度の記録を行うこと。

　　④　共同調理施設等で調理された食品を受け
入れ，提供する施設においても，温かい状
態で提供される食品以外の食品であって，
提供まで30分以上を要する場合は提供まで
10℃以下で保存すること。

　　　　この場合，保冷設備への搬入時刻，保冷
設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を
記録すること。

　（ 4  ）　調理後の食品は，調理終了後から 2時間
以内に喫食することが望ましい。

5 ．その他
　（ 1）　施設設備の構造
　　①　隔壁等により，汚水溜，動物飼育場，廃

棄物集積場等不潔な場所から完全に区別さ
れていること。

　　②　施設の出入口及び窓は極力閉めておくと
ともに，外部に開放される部分には網戸，
エアカーテン，自動ドア等を設置し，ねず
みやこん虫の侵入を防止すること。

　　③　食品の各調理過程ごとに，汚染作業区域
（検収場，原材料の保管場，下処理場），非
汚染作業区域（さらに準清潔作業区域（調
理場）と清潔作業区域（放冷・調製場，製
品の保管場）に区分される。）を明確に区
別すること。なお，各区域を固定し，それ
ぞれを壁で区画する，床面を色別する，境
界にテープをはる等により明確に区画する
ことが望ましい。

　　④　手洗い設備，履き物の消毒設備（履き物
の交換が困難な場合に限る。）は，各作業
区域の入り口手前に設置すること。

　　　　なお，手洗い設備は，感知式の設備等
で，コック，ハンドル等を直接手で操作し
ない構造のものが望ましい。

　　⑤　器具，容器等は，作業動線を考慮し，予
め適切な場所に適切な数を配置しておくこ
と。

　　⑥　床面に水を使用する部分にあっては，適
当な勾配（100分の 2 程度）及び排水溝
（100分の 2 から 4 程度の勾配を有するも
の）を設けるなど排水が容易に行える構造
であること。

　　⑦　シンク等の排水口は排水が飛散しない構
造であること。

　　⑧　全ての移動性の器具，容器等を衛生的に
保管するため，外部から汚染されない構造
の保管設備を設けること。

　　⑨　便所等
　　　ア 　便所，休憩室及び更衣室は，隔壁によ

り食品を取り扱う場所と必ず区分されて
いること。なお，調理場等から 3 m以上
離れた場所に設けられていることが望ま
しい。
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　　　イ 　便所には，専用の手洗い設備，専用の
履き物が備えられていること。また，便
所は，調理従事者等専用のものが設けら
れていることが望ましい。

　　⑩　その他
　　 　施設は，ドライシステム化を積極的に図る
ことが望ましい。

　（ 2）　施設設備の管理
　　①　施設・設備は必要に応じて補修を行い，

施設の床面（排水溝を含む。）及び内壁の
うち床面から 1 mまでの部分及び手指の触
れる場所は 1日に 1回以上，施設の天井及
び内壁のうち床面から 1 m以上の部分は 1
月に 1 回以上清掃し，必要に応じて，洗
浄・消毒を行うこと。施設の清掃は全ての
食品が調理場内から完全に搬出された後に
行うこと。

　　②　施設におけるねずみ，こん虫等の発生状
況を 1月に 1 回以上巡回点検するととも
に，ねずみ，こん虫の駆除を半年に 1回以
上（発生を確認した時にはその都度）実施
し，その実施記録を 1年間保管すること。
また，施設及びその周囲は，維持管理を適
切に行うことにより，常に良好な状態に保
ち，ねずみやこん虫の繁殖場所の排除に努
めること。

　　　　なお，殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合
には，食品を汚染しないようその取扱いに
十分注意すること。

　　③　施設は，衛生的な管理に努め，みだりに
部外者を立ち入らせたり，調理作業に不必
要な物品等を置いたりしないこと。

　　④　原材料は配送用包装のまま非汚染作業区
域に持ち込まないこと。

　　⑤　施設は十分な換気を行い，高温多湿を避
けること。調理場は湿度80％ 以下，温度
は25℃以下に保つことが望ましい。

　　⑥　手洗い設備には，手洗いに適当な石け
ん，爪ブラシ，ペーパータオル，殺菌液等
を定期的に補充し，常に使用できる状態に
しておくこと。

　　⑦　水道事業により供給される水以外の井戸
水等の水を使用する場合には，公的検査機

関，厚生労働大臣の登録検査機関等に依頼
して，年 2回以上水質検査を行うこと。検
査の結果，飲用不適とされた場合は，直ち
に保健所長の指示を受け，適切な措置を構
じること。なお，検査結果は 1年間保管す
ること。

　　⑧　貯水槽は清潔を保持するため，専用の業
者に委託して，年 1回以上清掃すること。

　　　 　なお，清掃した証明書は 1年間保管する
こと。

　　⑨　便所については，業務開始前，業務中及
び業務終了後等定期的に清掃及び次亜塩素
酸ナトリウム等による消毒を行って衛生的
に保つこと。

　　⑩　施設（客席等の飲食施設，ロビー等の共
用施設を含む。）において利用者等が嘔吐
した場合には，200mg/L以上の次亜塩素
酸ナトリウム等を用いて迅速かつ適切に嘔
吐物の処理を行うことにより，利用者及び
調理従事者等へのノロウイルス感染及び施
設の汚染防止に努めること。

　（ 3）　検食の保存
　　　　検食は，原材料及び調理済み食品を食品

ごとに50g程度ずつ清潔な容器（ビニール
袋等）に入れ，密封し，－20℃ 以下で 2
週間以上保存すること。

　　　 　なお，原材料は，特に，洗浄・殺菌等を
行わず購入した状態で保存すること。

　（ 4）　調理従事者等の衛生管理
　　①　調理従事者等は，便所及び風呂等におけ

る衛生的な生活環境を確保すること。ま
た，ノロウイルスの流行期には十分に加熱
された食品を摂取する等により感染防止に
努め，徹底した手洗いの励行を行うなど自
らが施設や食品の汚染の原因とならないよ
うに措置するとともに，体調に留意し，健
康な状態を保つように努めること。

　　②　調理従事者等は臨時職員も含め，定期的
な健康診断及び月に 1回以上の検便を受け
ること。検便検査には，腸管出血性大腸菌
の検査を含めること。また，必要に応じ10
月から 3月にはノロウイルスの検査を含め
ること。
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　　③　調理従事者等は嘔吐，下痢，発熱などの
症状があった時，手指等に化膿創があった
時は調理作業に従事しないこと。

　　④　下痢又は嘔吐等の症状がある調理従事者
等については，直ちに医療機関を受診し，
感染性疾患の有無を確認すること。ノロウ
イルスを原因とする感染性疾患による症状
と診断された調理従事者等は，リアルタイ
ムPCR法等の高感度の検便検査においてノ
ロウイルスを保有していないことが確認さ
れるまでの間，食品に直接触れる調理作業
を控えるなど適切な処置をとることが望ま
しいこと。

　　⑤　調理従事者等が着用する帽子，外衣は毎
日専用で清潔なものに交換すること。

　　⑥　下処理場から調理場への移動の際には，
外衣，履き物の交換等を行うこと。（履き
物の交換が困難な場合には履き物の消毒を
必ず行うこと。）

　　⑦　便所には，調理作業時に着用する外衣，
帽子，履き物のまま入らないこと。

　　⑧　調理，点検に従事しない者が，やむを得
ず，調理施設に立ち入る場合には，専用の
清潔な帽子，外衣及び履き物を着用させ，
手洗い及び手指の消毒を行わせること。

　　⑨　食中毒が発生した時，原因究明を確実に
行うため，原則として，調理従事者は当該
施設で調理された食品を喫食しないこと。

　　　　ただし，原因究明に支障を来さないため
の措置が講じられている場合はこの限りで
ない。（毎日の健康調査及び検便検査等）

　（ 5）　その他
　　①　加熱調理食品にトッピングする非加熱調

理食品は，直接喫食する非加熱調理食品と
同様の衛生管理を行い，トッピングする時
期は提供までの時間が極力短くなるように
すること。

　　②　廃棄物（調理施設内で生じた廃棄物及び
返却された残渣をいう。）の管理は，次の
ように行うこと。

　　　ア　廃棄物容器は，汚臭，汚液がもれない
ように管理するとともに，作業終了後は
速やかに清掃し，衛生上支障のないよう

に保持すること。
　　　イ　返却された残渣は非汚染作業区域に持

ち込まないこと。
　　　ウ　廃棄物は，適宜集積場に搬出し，作業

場に放置しないこと。
　　　エ　廃棄物集積場は，廃棄物の搬出後清掃

するなど，周囲の環境に悪影響を及ぼさ
ないよう管理すること。

Ⅲ　衛生管理体制

1 ．衛生管理体制の確立
　（ 1）　調理施設の経営者又は学校長等施設の運
営管理責任者（以下「責任者」という。）は，
施設の衛生管理に関する責任者（以下「衛生
管理者」という。）を指名すること。

　　 　なお，共同調理施設等で調理された食品を
受け入れ，提供する施設においても，衛生管
理者を指名すること。

　（ 2）　責任者は，日頃から食材の納入業者につ
いての情報の収集に努め，品質管理の確かな
業者から食材を購入すること。また，継続的
に購入する場合は，配送中の保存温度の徹底
を指示するほか，納入業者が定期的に行う原
材料の微生物検査結果の提示を求めること。

　（ 3）　責任者は，衛生管理者に別紙点検表（本
文 p. 212～214のⒶ～Ⓒ参照）に基づく点検
作業を行わせるとともに，そのつど点検結果
を報告させ，適切に点検が行われたことを確
認すること。点検結果については， 1年間保
管すること。

　（ 4）　責任者は，点検の結果，衛生管理者から
改善不能な異常の発生の報告を受けた場合，
食材の返品，メニューの一部削除，調理済み
食品の回収等必要な措置を講ずること。

　（ 5）　責任者は，点検の結果，改善に時間を要
する事態が生じた場合，必要な応急処置を講
じるとともに，計画的に改善を行うこと。

　（ 6）　責任者は，衛生管理者及び調理従事者に
対して衛生管理及び食中毒防止に関する研修
に参加させるなど必要な知識・技術の周知徹
底を図ること。

　（ 7）　責任者は，調理従事者等を含め職員の健
康管理及び健康状態の把握を組織的・継続的
に行い，調理従事者等の感染及び調理従事者
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等からの施設汚染の防止に努めること。
　（ 8）　責任者は，調理従事者等に定期的な健康
診断及び月に 1回以上の検便を受けさせるこ
と。検便検査には腸管出血性大腸菌の検査を
含めること。また，必要に応じ10月から 3月
にはノロウイルスの検査を含めることが望ま
しいこと。

　（ 9）　責任者は，調理従事者等が嘔吐，下痢，
発熱などの症状があった時，手指等に化膿創
があった時は調理作業に従事させないこと。

　（10）　責任者は，下痢又は嘔吐等の症状がある
調理従事者等について，直ちに医療機関を受
診させ，感染性疾患の有無を確認すること。
ノロウイルスを原因とする感染性疾患による
症状と診断された調理従事者等は，リアルタ
イムPCR法等の高感度の検便検査においてノ
ロウイルスを保有していないことが確認され
るまでの間，食品に直接触れる調理作業を控
えさせるなど適切な処置をとることが望まし
いこと。

　（11）　責任者は，調理従事者等について，ノロ
ウイルスにより発症した調理従事者等と一緒
に感染の原因と考えられる食事を喫食するな
ど，同一の感染機会があった可能性がある調
理従事者等について速やかにリアルタイム
PCR法等の高感度の検便検査を実施し，検査
の結果ノロウイルスを保有していないことが
確認されるまでの間，調理に直接従事するこ

とを控えさせる等の手段を講じることが望ま
しいこと。

　（12）　献立の作成に当たっては，施設の人員等
の能力に余裕を持った献立作成を行うこと。

　（13）　献立ごとの調理工程表の作成に当たって
は，次の事項に留意すること。

　　ア 　調理従事者等の汚染作業区域から非汚染
作業区域への移動を極力行わないようにす
ること。

　　イ 　調理従事者等の一日ごとの作業の分業化
を図ることが望ましいこと。

　　ウ 　調理終了後速やかに喫食されるよう工夫
すること。

　　　　また，衛生管理者は調理工程表に基づ
き，調理従事者等と作業分担等について事
前に十分な打ち合わせを行うこと。

　（14）　施設に所属する医師，薬剤師等専門的な
知識を有する者の定期的な指導，助言を受け
ること。

　（15）　高齢者や乳幼児が利用する施設等におい
ては，平常時から施設長を責任者とする危機
管理体制を整備し，感染拡大防止のための組
織対応を文書化するとともに，具体的な対応
訓練を行っておくことが望ましいこと。ま
た，従業員あるいは利用者において下痢・嘔
吐症の発生を迅速に把握するために，定常的
に有症状者数を調査・監視することが望まし
いこと。
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（別添 1）原材料，製品等の保存温度

食　品　名 保存温度

穀類加工品（小麦粉，デンプン）
砂糖

室　温
室　温

食肉・鯨肉
細切した食肉・鯨肉を凍結したもの
を容器包装に入れたもの
食肉製品
鯨肉製品
冷凍食肉製品
冷凍鯨肉製品

　10℃以下
－15℃以下

　10℃以下
　10℃以下
－15℃以下
－15℃以下

ゆでだこ
冷凍ゆでだこ
生食用かき
生食用冷凍かき
冷凍食品

　10℃以下
－15℃以下
　10℃以下
－15℃以下
－15℃以下

魚肉ソーセージ，魚肉ハム及び特殊
包装かまぼこ
冷凍魚肉ねり製品

　10℃以下

－15℃以下

液状油脂
固形油脂（ラード，マーガリン，シ
ョートニング，カカオ脂）

室　温
　10℃以下

食　品　名 保存温度

殻付卵
液　卵
凍結卵
乾燥卵

　10℃以下
　 8℃以下
－18℃以下
室　温

ナッツ類
チョコレート

　15℃以下
　15℃以下

生鮮果実・野菜
生鮮魚介類（生食用鮮魚介類を含む。）

　10℃前後
　 5℃以下

乳・濃縮乳
脱脂乳
クリーム
バター
チーズ
練乳

　10℃以下

　15℃以下

清涼飲料水
（ 食品衛生法の食品，添加物等の規格
基準に規定のあるものについては，
当該保存基準に従うこと。）

室　温

（別添 2）標準作業書
（手洗いマニュアル）
1．水で手をぬらし石けんをつける。
2．指，腕を洗う。特に，指の間，指先をよく洗う。（30秒程度）
3．石けんをよく洗い流す。（20秒程度）
4．使い捨てペーパータオル等でふく。（タオル等の共用はしないこと。）
5．消毒用のアルコールをかけて手指によくすりこむ。
　　　　　（ 1から 3までの手順は 2回以上実施する。）

（器具等の洗浄・殺菌マニュアル）
1．調理機械
　①機械本体・部品を分解する。なお，分解した部品は床にじか置きしないようにする。
　②飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）で 3回水洗いする。
　③スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。
　④飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。
　⑤部品は80℃で 5分間以上又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行う。
　⑥よく乾燥させる。
　⑦機械本体・部品を組み立てる。
　⑧作業開始前に70％アルコール噴霧又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行う。
2．調理台
　①調理台周辺の片づけを行う。
　②飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）で 3回水洗いする。
　③スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。
　④飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。
　⑤よく乾燥させる。
　⑥70％アルコール噴霧又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行う。
　⑦作業開始前に⑥と同様の方法で殺菌を行う。
3．まな板，包丁，へら等
　①飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）で 3回水洗いする。
　②スポンジタワシに中性洗剤又は弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。
　③飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。
　④80℃で 5分間以上又はこれと同等の効果を有する方法で殺菌を行う。
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　⑤よく乾燥させる。
　⑥清潔な保管庫にて保管する。
4．ふきん，タオル等
　①飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）で 3回水洗いする。
　②スポンジタワシに弱アルカリ性洗剤をつけてよく洗浄する。
　③飲用適の水（40℃程度の微温水が望ましい。）でよく洗剤を洗い流す。
　④100℃で 5分間以上煮沸殺菌を行う。
　⑤清潔な場所で乾燥，保管する。

（原材料等の保管管理マニュアル）
1．野菜・果物
　①衛生害虫，異物混入，腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とする。
　② 各材料ごとに，50g程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ，－20℃以下で 2週間以上保存
する。（検食用）

　③専用の清潔な容器に入れ替えるなどして，10℃前後で保存する。（冷凍野菜は－15℃以下）
　④流水で 3回以上水洗いする。
　⑤中性洗剤で洗う。
　⑥流水で十分すすぎ洗い。
　⑦必要に応じて，次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌した後，流水で十分すすぎ洗いする。
　⑧水切りする。
　⑨専用のまな板，包丁でカットする。
　⑩清潔な容器に入れる。
　⑪ 清潔なシートで覆い（容器がふた付きの場合を除く），調理まで30分以上を要する場合には，10℃以下で
冷蔵保存する。

　　注 ：表面の汚れが除去され，分割・細切されずに皮付きで提供されるみかん等の果物にあっては，③から
⑧までを省略して差し支えない。

2．魚介類，食肉類
　①衛生害虫，異物混入，腐敗・異臭等がないか点検する。異常品は返品又は使用禁止とする。
　② 各材料ごとに，50g程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）に密封して入れ，－20℃以下で 2週間以上保存
する。（検食用）

　③ 専用の清潔な容器に入れ替えるなどして，食肉類については10℃以下，魚介類については 5℃以下で保
存する（冷凍で保存するものは－15℃以下）。

　④専用のまな板，包丁でカットする。
　⑤速やかに調理へ移行させる。

（加熱調理食品の中心温度及び加熱時間の記録マニュアル）
1．揚げ物
　①油温が設定した温度以上になったことを確認する。
　②調理を開始した時間を記録する。
　③ 調理の途中で適当な時間を見はからって食品の中心温度を校正された温度計で 3点以上測定し，全ての点
において75℃（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれがある食品の場合は85℃）以上に達していた場合に
は，それぞれの中心温度を記録するとともに，その時点からさらに 1分以上加熱を続ける。

　④最終的な加熱処理時間を記録する。
　⑤ なお，複数回同一の作業を繰り返す場合には，油温が設定した温度以上であることを確認・記録し，①～
④で設定した条件に基づき，加熱処理を行う。油温が設定した温度以上に達していない場合には，油温を
上昇させるため必要な措置を講ずる。

2．焼き物及び蒸し物
　①調理を開始した時間を記録する。
　② 調理の途中で適当な時間を見はからって食品の中心温度を校正された温度計で 3点以上測定し，全ての点
において75℃（二枚貝等ノロウイルス汚染のおそれがある食品の場合は85℃）以上に達していた場合に
は，それぞれの中心温度を記録するとともに，その時点からさらに 1分以上加熱を続ける。

　③最終的な加熱処理時間を記録する。
　④ なお，複数回同一の作業を繰り返す場合には，①～③で設定した条件に基づき，加熱処理を行う。この場
合，中心温度の測定は，最も熱が通りにくいと考えられる場所の 1点のみでもよい。

3．煮物及び炒め物
　 　調理の順序は食肉類の加熱を優先すること。食肉類，魚介類，野菜類の冷凍品を使用する場合には，十分
解凍してから調理を行うこと。
　① 調理の途中で適当な時間を見はからって，最も熱が通りにくい具材を選び，食品の中心温度を校正された
温度計で 3点以上（煮物の場合は 1点以上）測定し，全ての点において75℃（二枚貝等ノロウイルス汚染
のおそれがある食品の場合は85℃）以上に達していた場合には，それぞれの中心温度を記録するととも
に，その時点からさらに 1分以上加熱を続ける。

　　 　なお，中心温度を測定できるような具材がない場合には，調理釜の中心付近の温度を 3点以上（煮物の
場合は 1点以上）測定する。

　②複数回同一の作業を繰り返す場合にも，同様に点検・記録を行う。
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〈訂正〉　本書中に下記のような誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

p. 83の「表 4 ─ 1 　入院時食事療養費と指導料」

　　集団栄養食事指導料：（誤）15人以上　→　（正）15人以下

p. 157の「2ODA（客観的栄養評価）」

　　（ 2）標準体重比：（誤）％ IBM　→　（正）％ IBW（ 2か所）

第一出版株式会社
（4─8041─1189─6　’09．6．24）
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